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１．計画策定の目的について  

  本市では、令和３年４月に富士見市第６次基本構想を策定し、２０年後の理想の未来

「充実した日々」に向け、市民一丸となって取組を目指すこととしました。また、理想

の未来の実現に向け、第１期基本計画を策定し、着実に施策を推進し、市民の暮らしや

生活環境を充実させ、まちの成長を目指すこととしています。 

自治体を巡る現況は、人口減少、超高齢社会、少子化、デジタル・トランスフォーメ

ーション（ＤＸ）などに代表される技術革新、激甚化する災害、さらには新型コロナウ

イルス感染症の流行による市民生活や社会経済に与える影響への対応など多様化・増加

するニーズに迅速かつ的確に対応することが求められています。そのような状況下にお

いても、本市では「住民の福祉の増進」に努め「最小の経費で最大の効果を挙げる」た

め、行財政改革に取り組みながら、限られた財源のもと、必要最小限の職員体制で行財

政運営を行ってきました。 

一方で、職員の働き方を巡る現況も変化しており、ワーク・ライフ・バランスの推進

や働き方改革などが求められるとともに、地方公務員法の改正に伴う定年延長制度の開

始により、６０歳以降の働き方や職員数の見込みを踏まえた定員管理が求められていま

す。 

このような中で、引き続き予断を許さない厳しい財政状況を踏まえながら、第６次基

本構想・第１期基本計画を着実に推進し、市制施行５０年を迎えた以降の１０年、２０

年後の未来においても、市民サービスの向上に努め理想の未来を実現していくためには、

持続可能な行財政運営が不可欠であり、職員数を適切に管理していく必要があります。 

以上のことから、新たな定員管理計画を策定するものです。 

 

 

２．これまでの定員管理について  

平成１７年３月に国から、当時の社会経済情勢等を背景に、より一層積極的な行政改

革の推進が求められ、平成１７年度からの富士見市行政経営改革指針（第４次行財政改

革大綱）に基づく「集中改革プラン」の中で「定員の適正化」の取組として、平成２２

年度職員数を６１１人目標とする定員適正化計画（５カ年）を策定しました。この計画

においては、当時の市の財政状況を踏まえて、平成１７年度から平成２０年度までの間

は、原則として定年退職者の補充は行わないこととし、計画的な職員数の減員を進めま

した。 

 

 【表１：定員適正化計画（平成１８年１月）における計画人数】 

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

計画人数 ６９５ ６８５ ６７０ ６３８ ６２６ ６１１ 

実数 ６９５ ６７５ ６５１ ６２６ － － 

計画との差 － △１０ △１９ △１２ － － 
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平成１７年度に策定した計画により、退職などにより計画以上に減員が進んでいる状

況や事務事業の見直し等を踏まえ、平成２０年度に新たな定員適正化計画（５カ年）を

作成しました。この計画において、平成２１年度からの定員適正化は「職員を減員する

ことのみに力点を置かず」に「なお一層の行財政改革を推進」していくこととして、平

成２５年度職員数を５５２人目標とし、指定管理者制度の導入や業務委託の推進など、

行財政改革と密接に連動した定員の適正化を行いました。 

 

 【表２：定員適正化計画（平成２０年４月）における計画人数】 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

計画人数 ６２６ ６１４ ５９０ ５７８ ５６６ ５５２ 

実数 ６２６ ６１３ ５８４ ５７２ ５６７ ５５９ 

計画との差 － △１ △６ △６ １ ７ 

H20との差 － △１３ △４２ △５４ △５９ △６７ 

 

平成２０年度に策定した定員適正化計画終了後は、国において「地域の実情を踏まえ

つつ、適正な定員管理」を要請されていることも踏まえ、退職者数や定員を増減すべき

要因をヒアリング等により確認・把握するとともに、平成１６年１２月に改正した富士

見市職員定数条例（以下「定数条例」という。）に定める職員の定数（※注１）の範囲内

において、職員採用数及び定員の管理を行ってきました。 
 

※注１ 富士見市職員定数条例に定める職員の定数とは、「臨時又は非常勤の職員を除く」職員とされ、他

団体に派遣される職員、育児休業中や病気休職中の職員等も含めた人数のこと。 

 

 

３．職員数等の現状について  

（１）これまでの職員数の推移について 

これまでの定員適正化計画の取組などを踏まえた、平成２０年度以降の本市の職員数

（※注２）に、再任用職員も含めた総職員数（※注３）の推移は、図１のとおりです。 

本市においては、平成２７年度末に、いわゆる団塊の世代の職員が定年退職し、職員

数が大きく減少しました。全国的に人口減少の流れがある中で、本市では継続的に人口

が増加していることを背景に、市民ニーズの多様化や高度化への対応などのため、表３

のとおり職員数を増し、令和４年度は近年で最も多い職員数となっています。この傾向

は、国全体の地方公務員数、埼玉県内市町村の職員数の推移とほぼ同様（図２・図３）

です。なお、令和４年度当初の職員数と定数条例上の職員の定数との比較は表４のとお

りです。 

そのような中においても、図４に示す通り、これまで市職員１人当たり市民数は、県

内市でも上位に位置する１８０人から１９０人程度を維持し、限られた財源と職員数の

中で効率的な行財政運営を行ってきました。 

※注２ 本計画上での職員数とは、国の定員管理調査で対象となる職員のことで、正規職員、任期付フルタ
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イム職員、再任用フルタイム職員、いわゆる「常勤職員」を指すものとし、育児休業中、病気休職

中や他団体に派遣中の職員数を含み、臨時、非常勤の職員や再任用短時間勤務職員（令和５年度以

降は、定年延長制度に伴い定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員のことを

いう。以下「再任用短時間勤務職員」という。）は含まないものをいう。 

※注３ 本計画上での総職員数とは、注２の職員数に再任用短時間勤務職員数を含めたものをいう。 

 

【図１：平成２０年度以降の総職員数の推移】 

 

※令和４年度の職員数は、年度当初の欠員１名を含む。 

 

【図２：地方公共団体の総職員数の推移（平成６年～令和４年）】 

 

出典：令和４年１２月 総務省 令和４年地方公共団体定員管理調査結果の概要（抜粋） 
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【図３：埼玉県内市町村の職員数の推移】 
 

 
出典：埼玉県ホームページ 県内市町村等職員の定員管理の概要について（抜粋） 

※平成２９年は、さいたま市において、県費負担教職員の権限移譲による増員（４，５６５人）があった。 

※令和２年は、さいたま市において、職員の任用替え等による増員（８４３人）があった。 

 

【表３：定員管理調査上の部門別職員数の推移】 

 

出典：令和４年定員管理調査結果をもとに作成し、一部事務組合への派遣職員は除く 
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【表４：本市の定数条例と令和４年４月現在職員数の比較】 

 
 

【図４：本市の人口と職員数の関係】 

 

※各年４月１日現在 

※統計ふじみをもとに作成 

 

（２）令和４年４月１日現在の職員数について 

  本市では、定数条例上、育児休業中の職員や他団体へ派遣している職員等も含めて管理

することとなっていることや再任用職員の活用の観点から、常勤職員に再任用短時間勤務

職員も含めた総職員数で人事配置をしています。 

そのような中で、令和２年度において、令和３年度からの組織改正に併せて、事務分掌

を移管する業務を中心に課業分担表をもとにした各課所等における必要人員の整理を行

うとともに、組織改正に伴う定員増減の要因を把握し、令和３年４月１日現在の職員数を
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ために、改めて各課所等における定員を増減すべき要因を精査し、必要人員の見直しを行

いました。その結果、ＤＸ推進、福祉政策や母子保健業務等の部署の定員を増することと

し、令和４年４月１日現在の職員数を６１５名、総職員数を６３０名体制としたところで

す。 

  今後においても、限られた財源と職員数の中で、高度化・多様化している行政課題に対

応していく必要があります。 

 

（３）職員の年齢構成について 

令和４年４月１日現在の本市職員の年齢構成は、図５のとおりです。 

いわゆる就職氷河期世代と呼ばれる４０歳前後の職員が、定員適正化計画による採用

凍結の影響などもあり、他の年齢層に比較して相対的に少なくなっています。また、令

和５年度からの定年延長制度により主査級職員や高齢期職員の構成割合が今後増える

見込みです。 

近年では、就職氷河期世代も受験可能な採用試験を継続して実施し、年齢構成の是正

に努めていますが、３０歳代後半から４０歳代前半において依然として少ない年齢層も

あることから、引き続き年齢構成の平準化の取組が必要となっています。 
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【図５：令和４年４月１日時点の職員の年齢構成】 

 
※再任用職員、任期付職員、県からの派遣職員等は除く 
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（４）定員管理に関する参考指標について 

国の地方公共団体定員管理研究会において、定員管理に関する参考指標が示されてお

り、以下に示す３つの指標によって本市の職員数を比較すると次のとおりとなります。 

 

①第１０次定員モデル 

第１０次定員モデルは、平成３１年３月に地方公共団体定員管理研究会の報告書にお

いて示され、「一般行政部門を対象に、地方公共団体の部門ごとの職員数と、その職員数

と相関関係が強い説明変数（各種統計データ）を用いて、多重回帰分析の手法によって、

それぞれの団体における平均的な試算職員数を部門別に算出できる参考指標」とされて

います。 

第１０次定員モデルによると、図６に示すとおり平成３１年３月時点の本市の一般行

政部門職員数は、４５０人であり、国の定員モデルが示す４５１人より１人少ない適正

な職員数の範囲内であったことになります。 

 

【図６：第１０次定員モデルによる試算職員数との比較】 
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②定員回帰指標 

定員回帰指標とは、「人口と面積の２つの要素だけを説明変数として、それ以外の特殊

事情を考慮せず、多重回帰分析の手法によって、各地方公共団体の試算職員数を算出で

きる参考指標」とされています。普通会計部門と一般行政部門の平均的な職員数をあら

わし、簡素で使いやすい指標となっており、方程式は以下のとおりです。 

 

試算職員数＝ａＸ1（人口）＋ｂＸ2（面積）＋ ｃ（一定値） 

 ※ａ：人口千人あたりの係数、ｂ：面積１㎢あたりの係数、ｃ：一定値 

Ｘ1：該当団体の人口（千人）、Ｘ2：該当団体の面積（㎢） 

 

令和４年１月１日現在の人口時点で定員回帰指標を用いると、本市の一般行政部門職

員数は５１４人となり、令和４年定員管理調査結果の本市の一般行政部門職員数５００

人と比較すると、定員回帰指標で示される職員数より１４人少ない職員数となります。 

 

  ●一般行政部門職員数 

４．０×１１２．４２０ ＋ ０．２２×１９．７７ ＋６０ ＝ ５１４人 

 

③類似団体別職員数の状況 

類似団体別職員数の状況は、「人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）を基準に類

型区分し、類型に属する市区町村の職員数と人口をそれぞれ合計して、類型ごとに人口

１万当たりの職員数の平均値を算出し、その類型に属する団体を類似団体として職員数

の比較をする参考指標」です。類似団体毎に単純値と修正値により算出した平均値と比

較することで、当該団体の職員数の状況を分析することができます。 

なお、単純値とは「職員が配置されていない部門を考慮することなく集計して、平均

値を算出」するものです。また、修正値とは「各部門に実際に職員を配置している団体

のみを対象にして平均値を算出」するものです。 

本市は、類似団体区分が「一般市 類型Ⅲ－１」となり、令和３年定員管理調査にお

いて、類似団体の数値と比較すると表５のとおりとなり、単純値・修正値いずれにおい

ても少ない職員数となっています。 

 

【表５：類似団体別職員数での比較】 

 

※令和３年１月１日現在人口と、令和３年４月１日現在職員数での比較 

 

単純値

B　人

超過人数

C（A－B）人

超過率

C/A　％

修正値

D　人

超過人数

E（A－D）人

超過率

E/A　％

489 598 ▲ 109 ▲ 22.3 585 ▲ 96 ▲ 19.6

552 795 ▲ 243 ▲ 44.0 671 ▲ 119 ▲ 21.6

R3.4.1職
員数

A　人

単純値による比較 修正値による比較

一般行政　計

普通会計　計
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なお、類似団体のうち、県内で本市と同様の類似団体区分である深谷市・朝霞市や、

県内で本市と人口・面積が比較的近い規模である戸田市・新座市・八潮市・三郷市・坂

戸市・ふじみ野市の合計職員数と単純比較すると、本市は少ない職員数で行政運営を行

っていることになります。 

以上のように、国の参考指標により算出される職員数や、県内他市の職員数との比較か

ら判断すると、本市の職員数は、より少ない職員数かつ適正な職員数の範囲内によって運

営されているものと考えます。 

 

（５）人件費について 

  本市のこれまでの再任用職員・任期付職員を含めた職員（普通会計）の人件費推移は

図７のとおりで、人件費の割合については図８のとおりです。 

これらの表から、本市の財政状況を背景に、県内平均との比較において、本市職員の

人件費を低い水準で維持してきたことが分かります。今後においても、財政状況が続く

ことが予想されるため、人件費を適正に管理していく必要があります。 

 

【図７：人件費総額（普通会計）の推移】 

 
出典：各年度決算書から作成 
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【図８：性質別歳出構成比のうち人件費（普通会計）割合の推移】 

 

出典：埼玉県ホームページ「市町村財政のすがた」から加工 

 

 

４．定員管理に関する考え方について  

上記を踏まえ、本市の定員管理に関する基本的な考え方は、次のとおりとします。 

 

 ①計画期間 

計画期間は、第６次基本構想・第１期基本計画に併せ、計画期間は３カ年とし、令和５

年度から令和７年度までとします。 

 

 ②職員数の目標 

令和４年４月１日現在の総職員数は、近年増加している育児休業中の職員や埼玉県等へ

派遣する職員なども含め、令和２～３年度にかけて各課所等で必要な人員を精査した職員

数であることや、今後においても人件費を適正に管理していく観点から、本計画期間中は

令和４年４月現在の総職員数６３０名程度を維持することを目標とします。 

併せて、上記の目標となるよう、職員個々への人材育成を通じて能力の向上・発揮をさ

せることで効果的・効率的に業務を進め、行政サービスの向上に努めます。 

 

③専門職種別の職員数 

保育士、保健師や土木技術職などの専門職については、②と同様に令和４年４月１日現

在で整理した専門職員数を起点とし、これまで通り各課所等における事業の状況などを踏

まえて、各年度で採用が必要となる職種を判断します。 
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また、デジタル分野や徴収部門など高度で専門的な技術や経験が必要となる分野におい

ては、任期付職員制度の活用も引き続き検討・実施していきます。 

なお、技能労務職員については、これまでの定員適正化計画において、「集中改革プラ

ン」などに基づき、ごみ収集業務や給食調理業務などを民間委託又は非常勤嘱託職員や会

計年度任用職員での対応を進めてきたことから、引き続き不補充とします。 

 

 ④平準的な採用計画 

定年延長制度に伴い、定年退職者がいない年次においても、組織の新陳代謝の観点から

採用を継続することとし、定年退職者数を踏まえて各年度の採用数を平準化するなど計画

的な採用を行い、新規採用職員数の確保に努めていくこととします。 

併せて、４０歳前後の職員数が相対的に少ないことや、来年度からの定年延長制度によ

り高齢期職員や主査級職員数の増が想定されることからも、年齢構成是正や即戦力の採用

を目的とする採用試験を引き続き実施します。 

 

 

５．今後の取組事項について  

職員数の適切な管理にあたっては、下記に位置付けられている施策や取組について、関

係部署と連携しながら取り組んでいくこととします。 

 

  ○第６次基本構想・第１期基本計画の分野３０「総合行政」、基本政策４０「市民の役

に立つ所になる」、基本施策「人材（財）育成」「財政運営」「行政経営」に位置付け

られた各取組 

 ○第７次行財政改革大綱に位置付けられた各取組 

○富士見市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画に基づく行政運営の

簡素化・効率化に向けた取組 

○新庁舎整備を契機としたワークスタイル改革や職員の意識改革の実施 

 ○富士見市人材育成基本方針に基づく人材育成の推進 

○人事評価結果に基づく昇給及び勤勉手当への反映 

○人事異動方針に基づく適材適所の人事配置 

 

なお、本計画が終了となる令和７年度までには、今後庁内で進めていくＤＸの推進や

勤怠管理の状況等を踏まえながら次期定員管理計画の策定をしていくこととします。 


